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重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書重要事項説明書    

（暮らし応援サービス）    

 （平成 30 年 2 月 1 日現在） 

    

1111．．．．事業所事業所事業所事業所のののの概要概要概要概要    

サービス 

内容 

〇シニア向け生活支援サービス 

【介護保険適用外総合支援サービス】 

〇訪問型家政婦（夫）サービス 

【家事代行・巡回訪問型サービス】 

事業所 

滋賀県大津市柳が崎 9-17-701 

ケアステーションケアステーションケアステーションケアステーション湖湖湖湖畔畔畔畔    

電話電話電話電話：：：：０７７０７７０７７０７７－－－－５７２５７２５７２５７２－－－－９９０３９９０３９９０３９９０３    

    

 

2222．．．．事業理念事業理念事業理念事業理念（（（（運営方針運営方針運営方針運営方針））））    

 

 

3333．．．．運営本部運営本部運営本部運営本部    

    

    

4444．．．．サービスサービスサービスサービス提供提供提供提供のののの流流流流れれれれ    

 当事業所においてのサービスの流れは以下のとおりです。 

サービス受付 利用者及び親族、その他関係機関からのサービス依頼の受付 

契約 ・承 諾 

担当職員によるサービス内容・日時等の調整 

事業所から利用者及び同居家族への重要事項等の説明 

契約書・承諾書等の合意・締結 

アセスメント 本人・家族等の詳細把握、特別事項の確認、利用者の希望する内容・曜日・時間 

サービス計画 サービス計画の作成と双方の承諾 

サービス開始 サービス計画に沿ったサービスの開始 

サービスの終了 サービス計画の達成により終了 

 

 

事 業 理 念 

（運営方針） 

それぞれの置かれた環境を尊重し、自分らしく今そして未来を生きることができるよう、 

心身両立のサービス体制を構築します 

事 業 者 名 株式会社みらい貢献 

所在地 岐阜県大垣市外渕 4-92-8    TEL：0584-89-5157 

本部提供サービス 

・訪問介護サービス  ・居宅介護支援事業   ・障害福祉サービス 

・限定介護タクシー  ・フリーデイサービス  ・暮らし応援サービス 

研修の実施状況 社内研修：年 4回      グループ研修：年 1 回 



5555．．．．サービスサービスサービスサービス利用利用利用利用にににに関関関関するするするする説明説明説明説明事項事項事項事項    

（1）サービス提供を行う職員 

  サービス提供にあたっては、当事業所の資格保持職員・研修履修職員がサービスを提供します。 

（2）サービス実施時の留意事項 

①サービス計画に基づいたサービスの提供 

 事前に双方の承諾によるサービス計画に基づいたサービスを提供します。計画にないサービスの追加

や体調不良による変更等は、都度、利用者および家族と事業所において双方の承諾を得るものとする。 

②備品等の使用 

 サービス実施のために必要となる備品及び水道・ガス・電気等の費用は利用者負担となります。 

（3）サービス職員の禁止行為 

サービス職員は、利用者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

①医療行為や資格等を保持していないとできないサービス業務（緊急を要するバイタルチェック等は除く） 

②利用者もしくはその家族等からの物品等の授受（合意があるものを除く） 

③利用者の家族等に対するサービスの提供（事前契約のあるものは除く） 

④その他利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動などを含む迷惑行為 

 

（4）貴重品等の取扱いについて 

貴重品等については原則として預かりません。但し、サービス提供において支障がある場合、保管目 

的等の協議の上、保管させていただくことがあります。その他の貴重品等に付いての管理は、利用者 

および家族等において徹底されることを本書面でお伝えしておきます。 

 

6666．．．．利用料金利用料金利用料金利用料金        

【基本料金表】暮らし応援サービス：職員 1 名によるサービス    ※契約形態により割引があります。 

時間帯 

サービス名称 

8:00～18:00 

（通常時間帯） 

18:00～21:00 

（夜間帯：25％加算） 

21:00～翌 8:00 

（深夜・早朝帯：50％加算） 

①ミニッツサービス 

15 分＝500 円 

（身体介助＝700 円） 

15 分＝625 円 

（身体介助＝875 円） 

15 分＝750 円 

（身体介助＝1,050 円） 

②基本支援サービス 1 時間＝1,900 円 1 時間＝2,375 円 1 時間＝2,850 円 

③保険外身体介助サービス 1 時間＝2,500 円 1 時間＝3,125 円 1 時間＝3,750 円 

④定期巡回サービス 1 訪問＝1,500 円 1 訪問＝1,875 円 1 訪問＝2,250 円 

☆上記①のサービスは、定期利用に基づく料金となります。 

☆上記②・③のサービスで 1 時間を超えた場合は、30分単位でのご請求となります。 

☆上記④のサービスは、概ね 20 分以内を基本としており、延長の場合は通常サービス料金が発生します。 

☆別途、訪問先までの交通費・移動経費が必要になります。（公共交通機関＝実費、車＝1km あたり 40 円） 

☆生命にかかわる特別な緊急案件・専門的な分野のサービスは、別途料金が発生する場合があります。 

【その他の費用】 

○趣味・イベント同行等による入場料・拝観料・諸経費などは、職員の分も必要となります。 

○緊急時加算＝1,000 円（事情を鑑み判断するものとする） 

※救急搬送付き添いは時間帯に関係無く１時間＝5,000 円（必ずしも付き添い出来るとは限りません） 

○キャンセル料＝1,000 円（サービス利用当日の朝までに連絡がない場合） 

※ただし、やむを得ない理由や、急な体調不良の場合にはいただきません。 

【無料付帯サービス】※事前確認を行う場合があります。 

〇悩み事相談＝人に言えない悩み、家族にも相談できないことなどを解決に導きます。 

〇代理身元保証＝緊急入院や、短期の施設入所などによる手続きやケア会議出席などを行います。 

※後見人としての登録ではありません。万が一、代位弁済が生じた場合は、負担弁済額に事業所選任 

弁護士費用および信用失墜にあたる相当額を加算し、法的手段により徴収するものとします。 



7777．．．．利用料金利用料金利用料金利用料金、、、、そのそのそのその他他他他のののの費用費用費用費用のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい方法方法方法方法    

 利用料、その他の費用は利用月ごとに計算し、サービスごとの明細書を添えて請求いたします。 

 サービス記録の控えと照合の上、利用月の翌月末日までに下記のいずれかの方法でお支払いください。 

 ※サービス開始までに、ご希望の方法をお申し出ください。 

 ア．現金支払い   イ．事業者指定口座への振り込み   ウ．口座振替   エ.その他 

※お支払いが３ヶ月以上遅延した場合は、協議の上、契約を解約させていただく場合があります。 

 

8888．．．．情報提供情報提供情報提供情報提供のののの制限制限制限制限    

 利用者本人又はご家族・法定代理人以外への情報提供はできません。ただし、本人や第三者の権利利益 

を害するおそれのある場合は開示しない事があります。 

 本人の同意を得ずに情報の提供を行う例外的なものとして、①必要な身体的検査等の業務を委託する場

合、②外部監査機関への情報提供、③あらかじめ特定の機関（病院等）と情報を共有することを利用者

との間で取り決めている場合があります。 

 

9999．．．．個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護についてについてについてについて    

 当該事業所は、利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努めるとともに、自主的なルール及

び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守します。 

①当該事業所の従業者および従業者であったものは、正当な理由なくその業務上知り得た利用者及びご

家族の秘密を漏らしません。 

②当該事業所では利用者の医療上緊急の必要がある場合又は、サービス担当者会議等で必要がある場合

に限りあらかじめ利用者もしくはご家族からの文書による同意を得た上で必要な範囲内で利用者又は

ご家族の個人情報を用います。 

    

10101010．．．．緊急時緊急時緊急時緊急時・・・・事故発生時事故発生時事故発生時事故発生時のののの対応方法対応方法対応方法対応方法    

 サービスの提供中に容体の急変等の緊急事態が発生した場合は、まず救急的な措置を施し、事前の打ち

合わせによる、利用者の主治医、緊急連絡先（ご家族等）、介護関連事業者等に連絡致します。 

 

11111111．．．．サービスサービスサービスサービス内容及内容及内容及内容及びびびび個人情報取個人情報取個人情報取個人情報取りりりり扱扱扱扱いいいい等等等等にににに関関関関するするするする苦情苦情苦情苦情・・・・相談相談相談相談についてについてについてについてのののの窓口窓口窓口窓口    

担当事業所 

窓口 

 

近畿リージョナルオフィス 

滋賀本社 ケアステーション湖畔 

電話：077-572-9903 

 

事業団 

本部 

岐阜県大垣市外渕 4-92-８ 

株式会社みらい貢献 

電話：0584-89-5157 

    

12121212．．．．記録記録記録記録のののの保管保管保管保管についてについてについてについて    

・記録等の書類は鍵のかかる保管場所に保管します。外部に持ち出す場合は、記録簿に記入し、管理し 

ます。保管期間はサービス提供終了から 2 年間、請求にかかる資料とその請求の根拠となる記録は 5

年間保管をします。 

・記録の閲覧及び写しの交付は本人及び家族に限り可能です。 

    

14141414．．．．損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償    

 事業所の責任によりご契約者に生じた損害については、事業所はその損害を賠償いたします。守秘義務 

に違反した場合も同様とします。 

 ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意または過失が認められる場合には、ご契約者の置か 

れた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合に限り、事業所の損害賠償を消滅あるいは減じる場合 

があります。 



 

 

サービスサービスサービスサービス契約書契約書契約書契約書    

（暮らし応援サービス）    

 

（甲） 利用者 （乙)事業者 

 

（（（（契約契約契約契約のののの目的目的目的目的））））    

第１条 乙は、この契約書に従い、甲に対し、自立した日常生活を営むことが出来るよう、サービスを提

供し、甲は、乙からサービスの提供を受けたときは、乙に対し、利用料自己負担分を支払います。 

    

（（（（契約期間契約期間契約期間契約期間））））    

第２条 この契約の期間は、本書面の契約締結日から甲の希望期間の満了日までとします。 

    

（（（（サービスサービスサービスサービス内容内容内容内容のののの変更変更変更変更））））    

第３条 甲は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。乙は甲からの申し出が

あった場合、第１条に規定するサービス契約の目的に反するなど変更を拒む正当な理由がない限り、甲

と乙、双方の承諾のもと、速やかにサービスの内容を変更します。 

    

（（（（介護保険介護保険介護保険介護保険のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるけるけるけるサービスサービスサービスサービスのののの説明説明説明説明））））    

第４条 乙は、その提供するサービスのうち、介護保険の適用を受けるものがある場合には、特にその介

護サービスの内容及び利用料を説明し、甲の同意を得ます。 

    

（（（（甲甲甲甲のののの解約権解約権解約権解約権））））    

第５条 甲は、乙に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合には、１４日

以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。 

    

（（（（甲甲甲甲のののの解除権解除権解除権解除権））））    

第６条 甲は以下の場合には、直ちにこの契約を解除できます。 

一 乙が正当な理由なく、本契約に定めるサービスを提供しようとしない場合。 

二 乙が、本契約書の第 11 条に定める守秘義務に違反した場合。 

三 乙が、甲の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがた

い重大な事由が認められるとき。 

    

（（（（乙乙乙乙のののの解除権解除権解除権解除権））））    

第７条 乙は、甲が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、乙の再三の申し入れにもか

かわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが著しく困難となったときは、

文書により、１４日以上の予告期間をもって、この契約を解除します。 

２ 乙は、前項によりこの契約を解除する場合には、甲の家族、紹介先等に連絡を取り、必要な措置を

講じます。 

    

（（（（利用料利用料利用料利用料のののの滞納滞納滞納滞納））））    

第８条 甲が、正当な理由なく乙に支払うべき利用料の自己負担分を３ケ月分以上滞納した場合には、さ

らに１ケ月の猶予期間を定め、この契約を解除することができます。 

    



    

（（（（契約契約契約契約のののの終了終了終了終了））））    

第９条 次の各項のいずれかに該当する場合には、この契約は終了します。 

一 甲が死亡したとき。 

二 第６条・７条・８条に基づき、契約の解除が認められたとき 

三 甲が介護保険施設等へ入所し、事業所の変更手続きを行った場合。 

    

（（（（損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償））））    

第１０条 乙は、甲に対するサービスの提供にあたって、甲又は甲の家族の身体・財産に損害が発生した

場合は、速やかに損害を賠償します。但し、乙に故意過失がなかった場合はこの限りではありません。 

２ 前項の場合、甲又は甲の家族に重大な過失がある場合は、賠償額を消滅あるいは減額することができ

ます。 

    

（（（（個人情報個人情報個人情報個人情報のののの保護保護保護保護））））    

第１１条 乙は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、サービスに携わるものの重大な責務と考

え、乙が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努めるともに、広く社会からの信

頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関係法令及び厚生

労働省のガイドラインを遵守します。 

一 乙及び乙の従業員は、在職中・退職後に関わらず正当な理由なくその業務上知り得た甲及び甲のご

家族の秘密を漏らしません。 

二 乙は甲の医療上緊急の必要がある場合又は、サービス担当者会議等であらかじめ甲もしくは甲のご

家族からの文書による同意を得た上で必要な範囲内で甲又は甲のご家族の個人情報を用います。 

    

（（（（苦情処理苦情処理苦情処理苦情処理））））    

第１２条 甲又は甲の家族は、提供されたサービスに不満がある場合、いつでも別紙重要事項説明書記載

の苦情相談機関に、苦情を申し立てることができます。 

２ 乙は、甲に提供したサービスについて、甲又は甲の家族から苦情の申し出があった場合は、迅速、適

切に対処し、サービスの向上、改善に努め、これを理由としていかなる不利益な扱いもいたしません。 

    

（（（（サービスサービスサービスサービス内容等内容等内容等内容等のののの記録作成記録作成記録作成記録作成・・・・保存保存保存保存））））    

第１３条 乙は、甲に対してサービスを提供するごとに、提供日、内容等の必要事項を、所定の書面に記

載します。 

２ 乙は、サービスの提供に関する記録を整備し、完結日から２年間保存します。 

３ 甲は、乙に対し、いつでも第１項、第２項に規定する書面その他のサービスの提供に関する記録の閲

覧・謄写を求めることができます。 

    

（（（（裁判管轄裁判管轄裁判管轄裁判管轄））））    

第１４条 甲と乙は、本契約に関してやむを得ず訴訟になる場合は、乙の住所地を管轄する裁判所を第一

審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。 

    

（（（（契約外条項契約外条項契約外条項契約外条項））））    

第１５条 本契約に定めのない事項については、関係法令の定めるところを尊重し、甲及び乙の協議によ

り定めます。 

 

本契約を証するため、甲乙は署名または記名押印のうえ本契約書を２通作成し、甲乙各１通保有します。 

 



 

 

【個人情報利用についての同意書】 

使用する目的 

（１） サービス利用にあたり、医療機関や関連の指定介護サービス事業所等との連携において必要な場合 

（２） 利用者の意思によって、サービスの変更や併用を行う場合の契約に伴う必要最小限度の情報の提供 

１．使用する事業者の範囲 

   利用者が提供を受けるすべてのサービス事業者 

２．使用する期間 

   契約で定める期間 

３．条件 

（１） 個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心

の注意を払う 

（２） 個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録しておく 

 

（契約日） 

 

     年   月   日  

 

（甲） 私は、重要事項及び個人情報の利用についての説明を受け、御社が行う暮らし応援サービスの利用

を申し込みます。 

（サービス利用者） 

住 所  

 

お名前  

 

電 話 

 

（家族・署名代行者） 

住 所 

 

お名前  

 

電 話 

 

 

（乙）当社は、甲の申込みを受託し、この契約書に定める各種サービスを、誠実に責任をもって行います｡ 

  

（事業所） 

 

 

 印   

印 

印 


